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芳賀・宇都宮ＬＲＴ事業等について 

 

１ 趣旨 

  ＪＲ宇都宮駅東側におけるＬＲＴ事業の工事完了の見通し，開業時期等について，また， 

ＪＲ宇都宮駅西側におけるＬＲＴ等によるＮＣＣの更なる推進について説明するもの 

 

２ 駅東側の工事完了の見通し，開業時期等について 

⑴ 工事完了の見通しについて 

・ ＬＲＴ整備工事については，工事を受注している全ての事業者と市で構成する「工事連

絡協議会」において，工事工程や安全対策等について協議・調整を図るなど，「野高谷町交

差点区間」を含む全線の最終的な工事スケジュールの精査に取り組んできたところであり，

その結果については，下表のとおりである。 

・ 引き続き，事故等が発生しないよう，現場の安全管理を徹底し，道路交通への影響等に

十分配慮しながら，安全を第一に各種工事に取り組んでいく。また，これまで提示してき

た概算事業費の範囲内で取り組んでいく。 

 

〔各区間の工事完了の見通し〕（ 別紙１参照 ） 

各区間の工事完了の見通し 

① ＪＲ宇都宮駅東口 ～ 平石区間（車両基地含む）⇒ 令和４年１０月 

② 平石 ～ 清原工業団地区間 ⇒ 令和４年１２月 

③ 野高谷町交差点区間 ⇒ 令和５年 ３月 

 軌道工事や電車線路工事などの工程を精査した結果，工事完了は「令和５年３月」に

なる見通しである。なお，現場における工事調整の円滑化に一層努めていく。 

④ ゆいの杜区間 ⇒ 令和４年１２月 

〔参考〕 

⑤ 芳賀町区間 ⇒ 令和５年 ３月 

軌道工事や電車線路工事，停留場工事などの工程を精査した結果，交差点部の軌道工

事や停留場工事に必要となるコンクリート製品等の製造に時間を要していることなど

から，「芳賀・高根沢工業団地停留場」の工事完了は「令和５年３月」に，それ以外の区

間は「令和５年２月」になる見通しである。 

 

⑵ 開業時期について（ 別紙１参照 ） 

・ 「野高谷町交差点区間」の工事完了の見通しを踏まえ，全線新設路線としての安全な輸

送体制を構築することを第一に，国や県等の関係機関との協議・調整を行い，全線の開業

時期については，「令和５年８月」とする。 

・ 工事完了後の「保安上支障の有無の検査」については，区間ごとの工事完了時期に応じ

て行うこととし，全線の「試運転」については「令和５年４月」から，また，「習熟運

転」については「令和５年５月」から着手していきたいと考えており，その後，「令和５

年６月」に「運輸開始認可の手続き」を行う予定である。 

・ なお，全線開業に先立ち，「ＪＲ宇都宮駅東口」から「平石」までの区間については，

ＬＲＴに慣れていただけるよう，令和５年４月から土日等において，車両の乗車体験運行

などを実施していきたいと考えており，今後，関係機関と協議・調整を図っていく。 

 

参考 

 

令和４年８月１７日 

宇都宮市議員協議会資料 
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【部分開業の検討結果について】 

工事が先行して完了する区間の部分開業について，国や県等の関係機関と協議・調整等

を行ったところであるが，部分開業を行う場合には，一部区間の営業運転と全線開業に向

けた試運転や習熟運転，各種検査等を同一路線上で並行して行う必要があり，軌道の整備

及び運行に関わる限られた人員体制の中で，十分な安全管理の下，これらを行うことは，

試運転や習熟運転等の期間の長期化や全線開業時期の更なる遅れ等の影響が見込まれるこ

とから，部分開業は困難であると判断した。 

 

⑶ 宇都宮ライトレール株式会社の開業前経費について 

今回の開業時期の延伸に伴い，「宇都宮ライトレール株式会社」においては，開業前経費が

２億円程度増加する見込みであり，この費用については，軌道施設の整備の遅れに伴い生じ

るものであることから，本市及び芳賀町において負担することとし，令和５年度の当初予算

に計上する。 

 

⑷ バス路線等の再編について（ 別紙２参照 ） 

・ バス路線の再編については，ＬＲＴと運行経路が重複するバス路線を，ＬＲＴと接続す

る路線などに再編することで，公共交通ネットワーク全体の充実を図るものであることか

ら，令和５年８月のＬＲＴの全線開業とあわせて実施する。 

・ 具体的には，トランジットセンターを起終点とする路線の新設や既存路線の経路変更と

ともに，ＬＲＴとの乗継ぎを考慮した運行ダイヤの編成を行う。 

・ 再編の実施に向けては，バス事業者との協議や地域住民・企業と意見交換を重ねながら，

「バス路線再編案」を取りまとめたところであり，今後とも，市民等の意見を聴取しなが

ら，年内には「地域公共交通利便増進実施計画」を策定する。 

・ また，地域内交通についても，各地域の運営組織と連携を図りながら，ＬＲＴの全線開

業とあわせて，最寄りのトランジットセンター等を目的施設として設定する。 

 

３ 駅西側におけるＬＲＴ等によるＮＣＣの更なる推進について 

⑴ ＮＣＣのまちづくりについて 

本市では，人口減少・少子超高齢社会においても，市民がいつまでも安心して暮らし続け

られるよう，都市の生活を支えるまちの機能を都心部や身近な地域拠点に誘導・充実する「拠

点形成」と，東西の基幹公共交通に求められる高い輸送力や定時性を備えるＬＲＴや幹線・

支線からなるバス路線，身近な移動を支える地域内交通など総合的な「公共交通ネットワー

クの構築」を一体的に進めるＮＣＣの形成により，誰もが，どこに住んでいても，過度に車

に頼らずに公共交通を利用しながら，各拠点で充実した商業や医療，子育て支援など様々な

都市のサービスを享受できる，子育てしやすく，働きやすい，住みよいまちの実現を目指し

ている。 

 

⑵ 公共交通ネットワークの構築について 

 ア 公共交通ネットワークの充実 

  (ｱ) 駅西側ＬＲＴ 

・ ＮＣＣの形成に向け，ＬＲＴについては，総合的な公共交通ネットワークの基軸と

して，本市全体の活力をけん引する高次な商業・業務・医療などの都市機能を高度に

集積する「都市拠点」と東西の各拠点を繋ぎ，ＬＲＴを基軸とした公共交通と一体と

なったまちづくりを行うことを基本に，平成２５年に策定した「東西基幹公共交通の

実現に向けた基本方針」に基づき，駅東側の優先整備に取り組むとともに，駅西側の

ＬＲＴの検討区間等を整理してきた。 

・ 駅西側のＬＲＴについては，平成３０年に大谷観光地付近までの５つの区間の整備

概要案を公表した後，地域特性を踏まえたまちづくりの観点からの検討や折り返し運

行のための施設配置の技術的な検討を行ってきたところである。 
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ａ ＬＲＴの検討区間等（ 別紙３参照 ） 

・ ＮＣＣの形成においては，都市構造を更に強化することが重要であり，そのた

めには本市東部の地域拠点・産業拠点であるゆいの杜と西部の地域拠点である城

山地区や観光拠点の中核である大谷観光地付近までの東西の拠点を繋ぐ公共交通

の基軸を構築することが必要になることから，大谷観光地付近までをＬＲＴの検

討区間とする。 

・ また，ＮＣＣの形成の効果を早期に発現させるため，駅西側エリアにおける地

域特性を踏まえ，効果的な都市拠点の形成や広域的な交通ネットワークの構築，

より安心して通勤・通学できる環境整備による利便性の向上等が期待でき，かつ，

既存道路を活用した折り返し運行施設の確保が可能な区間として，ＬＲＴの検討

区間のうち，「ＪＲ宇都宮駅東口停留場～宝木町１丁目・駒生１丁目付近（教育会

館付近）（延長約５ｋｍ）」を整備区間とする。 

ｂ 整備区間の考え方 

・ 主要な停留場は，公共交通の結節や拠点エリア，教育施設等の集積を踏まえ，

ＪＲ宇都宮駅西口や二荒山神社付近，東武宇都宮駅付近，桜通り十文字付近，護

国神社付近に配置する。その他の停留場については，民間開発等を踏まえて，引

き続き検討を進める。 

・ 大通りの道路空間については，円滑な交通の確保や，ウォーカブルなまちづく

りとして，ゆとりある歩行空間の確保について検討を進める。 

・ １日当たりの利用者数としては，おおむね２万７千人と試算（平成３０年公表

の宇都宮環状線から芳賀・高根沢工業団地までの利用者数）しており，今後，通

勤・通学の実態や利用意向を把握するためのアンケート調査等を実施し，将来推

計の精度の向上を図る。 

・ 駅西側の概算事業規模は，駅東側の整備における平均距離単価をもとに，駅西

側特有の地下埋設物の状況等を一定考慮すると，約４００億円程度と類推される。 

これらに関しては，今後，コスト面に留意しながら詳細設計において具体的な

検討を行い，軌道事業の特許申請に向けて概算事業費の算出を行う。 

・ 今後のスケジュールについては，軌道運送高度化実施計画の策定に必要な各種

調査・検討や関係機関との協議・調整を迅速に進め，令和６年（２０２４年）内に

軌道事業の特許申請，令和８年（２０２６年）内に工事着手，２０３０年代前半

の開業を目指す。 

(ｲ) バス路線の再編（ 別紙４参照 ） 

・ ＮＣＣの形成に向けて，ＬＲＴの整備とあわせてバス路線を再編し，市内全体の公

共交通ネットワークの充実を図る。 

・ 具体的には，バス利用者の利便性やバス事業者の事業運営の継続性に配慮しながら，

ＬＲＴと重複する大通りのバス路線の一部を再配置することで，郊外部の地域拠点か

ら都市拠点へアクセスする幹線バス路線や都市拠点内の回遊性を高める循環バス路線

の充実を図る。 

(ｳ) 地域内交通の充実 

・ 地域内交通の導入済みの地区においては，公共交通の再編にあわせて，ＬＲＴやバ

ス路線との乗り継ぎポイントを適切に設定することで，公共交通間の連携強化を図る。 

・ また，市街地部等の未導入地区においては，バス路線やタクシーなど，既存公共交

通との役割分担を踏まえつつ，地域との意見交換を行いながら，導入を促進していく。 

 

イ 交通結節機能の強化 

・ 公共交通の乗り継ぎ，乗り換えが想定される東武宇都宮駅付近，桜通り十文字付近に

ついては，乗継等の円滑化や利便性の向上を図るための歩行環境やバス待ち施設等の充

実を行う。また，東武宇都宮駅付近については，交通結節機能の高度化を図るため，周

辺の民間開発等と連携した将来的な施設整備も視野に検討を進める。 

・ また，地域内交通とバスの乗り継ぎ利便性を高めるため，乗継ポイントとなるバス停

の待ち合い施設等の充実を行う。 
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ウ 運賃サービスの向上 

ＬＲＴやバス，地域内交通が連携した公共交通ネットワークがより利用しやすくなるよ

う，上限運賃制度や乗継割引制度の充実など，更なる運賃サービスの向上を検討する。 

 

⑶ 都市拠点の形成促進について（ 別紙４参照 ） 

ＮＣＣの形成において都心部は，持続的に発展できる本市全体をけん引する都市拠点で

あることから，ＮＣＣの形成をより一層推進するために取りまとめた「都心部まちづくり

ビジョン」の実現に向け，賑わいや活力を高める人中心のウォーカブルな街なか空間の形

成に取り組む。 

ア 都市機能の強化 

・ ＬＲＴが通る大通りを中心に，「買い物」や「食事」，「通院」，「子育て」，「働く」など，

都市活動を支えるまちの機能の誘導強化を図ることとし，立地適正化計画に基づく誘導

策の充実，都市機能の誘導や壁面後退による歩行空間の確保など，まちづくりに貢献す

る民間開発に対する新たな事業費支援等を検討する。 

・ また，桜通り十文字付近から教育会館付近までのＬＲＴ沿線についても，便利で暮ら

しやすいエリアとして居住や，「買い物」，「食事」など，住む人や学ぶ人，施設を利用す

る人などの利便性向上につながる機能の立地誘導策の充実を図るとともに，幹線バス路

線沿線についても沿線地域の特性に応じて，居住の誘導を促進していく。 

 

イ ウォーカブルなまちづくり 

 都心部において，道路など公共的な空間と沿道の民有地などを一体的な空間と捉えなが

ら，自由に滞在し，活動することができる居場所に変えていくため，空間に必要な機能や

使い方，取組の進め方などを盛り込んだ方針をとりまとめ，官民協働でプレイスメイキン

グなどウォーカブルなまちづくりを推進する。 

 

ウ 過度な自動車の流入抑制 

・ 都心部への過度な自動車の流入を抑制するため，土地・駐車場など民有地の有効活用

にもつながる，「建築物に備える駐車台数を減らす取組」や，まちなかから外れたエリア

に駐車場を備える「隔地により集約する取組」などを検討する。 

・ 公共交通の走行環境や歩きやすさの向上を図るため，大通りからの沿道駐車場への出

入り口の抑制や路上荷捌きのルールづくりを検討する。 

 

⑷ まちづくりの効果について（ 別紙５参照 ） 

・ ＮＣＣの形成に向けた取組の展開により，拠点や公共交通沿線等におけるまちの機能の

充実や居住人口の増加，市民生活における交通利便性・安全性の向上，市民の健康増進，

環境負荷の低減，住み慣れた地域でのコミュニティの維持など，様々な効果が期待される

とともに，市民や事業者のまちづくりへの期待が高まることにより，市内外の多くの人や

企業から「選ばれる」まちの実現にもつながる。 

・ こうした中，現在すでに駅東側のＬＲＴ事業の進展により，民間開発の増加による沿線

の人口増加や地価の上昇などが効果として発現している。 

・ さらに，今後の駅西側のＬＲＴ事業においても，ＬＲＴの整備とＬＲＴの導入により見

込まれる民間開発の増加傾向から，建設業への投資は全て市内の経済波及効果になると仮

定し推計した場合，８１０億円程度の経済波及効果が得られると試算される。 

・ このようなＬＲＴ整備による経済波及効果などは，ＮＣＣの形成により期待される効果

の一つであると認識しており，引き続き，税収効果などまちづくりへの効果について検討

を深めるとともに，こうしたまちづくりへの効果をＮＣＣの実現に向けた様々な取組へ還

元していくことで，市域全体でより大きな効果の発現につなげていく。 
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〔参考〕工事完了後，開業に向けて必要となる手続き等について
ア 「保安上支障の有無の検査（国・県）」
・ 架線などの電車線路等に通電して支障がないか検査・審査を受けるもの
イ 「試運転（市・町）」
・ ＬＲＴの車両が本線上において，架線柱などの構造物に接触しないか確認するとともに，
全１７編成の車両の加減速やブレーキ性能，最急勾配区間の停車・発車などの動作確認など
の試験を行うもの

ウ 「習熟運転（宇都宮ライトレール株式会社）」
・ 運転士が車両や路線に慣れるとともに車両の扱い，路線の状態や加減速の目安位置などを
学ぶために行うものであり，段階的にトレーナー運転士同乗による操縦訓練や，単独乗務にて
旅客対応の運転が支障なくできるよう反復訓練を行うもの

エ 「運輸開始認可の手続き（国・県）」
・ 運輸開始に支障がないか「電気，土木，車両，保安，営業」の観点から検査・審査を
受けるもの

乗車体験運行などの実施検討 R5.4月～

別紙１

R4.11月～

R5.1月～

（参考）

芳賀町区間⑤



駅東側における公共交通再編案（令和５年８月ＬＲＴ全線開業時）の概要

板戸のぞみ号
運行エリア

清南スマイル号
運行エリア

スマイル石井号
運行エリア

ひらり号
運行エリア

ひばりタクシー号
運行エリア
（芳賀町全域）

■ベルモールＴＣ発着のバス路線
国道１２３号や平出工業団地、辰街道を結ぶ路線を接続

ベルモール

平出工業団地

鬼怒川

➊ ＪＲ宇都宮駅とベルモールを結ぶ路線
（鬼怒通り等のＬＲＴ重複経路
➡国道１２３号宇都宮大学峰キャンパス経由に経路変更）

❷ 駅東側循環線（辰街道・産業通り等経由）の新設

➌ ＪＲ宇都宮駅とＪＲ岡本駅を結ぶ路線
（ＪＲ宇都宮駅接続➡ベルモールＴＣ接続に経路変更）

■清原ＴＣ発着のバス路線
広域バス路線，工業団地内循環線を接続

❹ 清原工業団地内循環線の新設

❺ 市中心部と清原台・ゆいの杜を結ぶ路線
（ＪＲ宇都宮駅接続➡清原ＴＣ接続に経路変更）

➏ 真岡鉄道「市塙駅」まで運行する路線の新設
（赤羽工業団地経由）

【参考】芳賀ＴＣ発着のバス路線
広域バス路線，工業団地内循環線を接続

➐ 市中心部と芳賀方面を結ぶ路線
（ゆいの杜内のＬＲＴ重複経路
➡ゆいの杜北部経由に経路変更）

❽ 芳賀工業団地内の循環線の新設

１

３

５

７

８

６

４

２

９

９

９

９

９

９

■地域内交通とＬＲＴの接続

➒ 地域内交通をＴＣやＬＲＴ停留場に接続

ＪＲ岡本駅

ＪＲ宇都宮駅

柳田車庫

国道123号線

清原さきがけ号
運行ルート

ぐるっと石井号
運行ルート

泉が丘通り

宇都宮大学
峰キャンパス

芳賀工業団地

清原工業団地

別紙２

宇都宮大学
陽東キャンパス

鬼怒通り



駅西側エリアの地域特性について

区間

地域特性

⑤ 東北自動車道から
大谷観光地付近までの区間

【約１．５㎞】

④ 宇都宮環状線から
東北自動車道までの区間

【約１．５㎞】

③ 護国神社から
宇都宮環状線までの区間

【約１．３㎞】

② 桜通り十文字から
護国神社までの区間

【約０．８㎞】

① ＪＲ宇都宮駅西口から
桜通り十文字までの区間

【約２．９㎞】

拠点化の促進
（沿線土地利用の促進）

・都市拠点と地域拠点の連携
強化による地域振興
・観光拠点の促進

◎ ・沿線の宅地化による居住誘
導の促進

○ ・都心部まちづくりにおける
都市機能強化の取組との連携

○ ・都心部まちづくりにおける
都市機能強化の取組との連携

○

・都心部まちづくりにおける
都市機能強化の取組との連携
・「都心部まちづくりビジョ
ン」の実現に向けたまちづく
りの推進

◎

交通ネットワークの構築

・ＬＲＴと大谷地域のグリー
ンスローモビリティとの連
携
・大谷観光地へのアクセス性
の向上

○

・（仮称）大谷ＳＩＣの整備
によるＬＲＴと東北自動車
道からの自動車との結節に
よる広域的な交通ネット
ワークの構築

○
・ＬＲＴと宇都宮環状線から
の自動車との結節による広域
的な交通ネットワークの構築

○ ・ＬＲＴと北・西方面の幹線
バス路線との連携強化

○

・ＬＲＴと北・西・南の各方
面の幹線バス路線との連携に
よる拠点間を繋ぐ交通ネット
ワークの構築

◎

ＬＲＴ利用が見込まれる
人口の集積状況（※１）と
自動車からの転換可能性

（※２）

※１：沿線５００ｍ圏域の
人口密度

※２：２．５ｋｍ圏域から
自動車等での移動を
経由しＬＲＴを利用
することが見込まれ
るトリップ数（注）

人口密度５７３人／ｋｍ²
【沿線人口８５９人】

自動車からの転換可能性
１００トリップ

△

人口密度３，８２６人／ｋｍ²
【沿線人口５，７３９人】

自動車からの転換可能性
６００トリップ

○

人口密度５，３６６人／ｋｍ²
【沿線人口６，９７６人】

自動車からの転換可能性
１，４００トリップ

◎

人口密度４，１２５人／ｋｍ²
【沿線人口３，３００人】

自動車からの転換可能性
１，３００トリップ

◎

人口密度６，５３３人／ｋｍ²
【沿線人口１８，９４５人】

自動車からの転換可能性
１，１００トリップ

◎

目的施設の立地状況

・城山地区市民センター
・大谷資料館，大谷寺，
大谷平和観音
・（仮称）大谷観光周遊拠点
施設

◎ ・とちぎ健康の森 ○
・教育会館，青年会館，
青少年センター
・教育施設

◎
・護国神社
・多数の教育施設

◎

・県庁，市役所，
二荒山神社，
商業施設，事業所など
・多数の教育施設

◎

別紙３

平成３０年公表の整備概要案に示した５区間を基に，駅西側エリアの地域特性を整理したもの

（注）「トリップ数」とは，人がある目的をもってある地点からある地点へと移動する単位。数値は，県央広域都市圏生活行動実態調査を基に算出。



 公共交通ネットワークの構築と都市拠点の形成促進 別紙４ 

教育会館付近 

護国神社付近 

二荒山神社付近 

桜通り十文字付近 

東武宇都宮駅付近 
ＪＲ宇都宮駅付近 

宇都宮大学 
陽東キャンパス 

平石 

清原地区市民センター前 

芳賀町工業団地 
管理センター前 

３ 

２ 

３ 

 

１ 

 
ＬＲＴ検討区間 
 大谷観光地付近まで 

ＬＲＴ整備区間 
ＪＲ宇都宮駅東口停留場～

宝木町１丁目・駒生１丁目付
近（教育会館付近）まで 

ア 公共交通ネットワークの充実（本編資料２～３ページ） 

(ｱ)駅西側ＬＲＴ 

・ＪＲ宇都宮駅東口停留場～宝木町１丁目・駒生１丁目付近（教育会館付近）までを整備区間とする。 

・主要な停留場は公共交通の結節や拠点エリア，教育施設の集積を踏まえ配置し， 

その他の停留場は民間開発等を踏まえて引き続き検討を進める。 

・大通りの道路空間については，円滑な自動車交通の確保を図るとともに， 

ウォーカブルなまちづくりとしてゆとりある歩行空間の確保について検討を進める。 
 

(ｲ)バス路線の再編 

・ＮＣＣの形成に向けて，ＬＲＴ整備とあわせてバス路線を再編し，市内全体の 

公共交通ネットワークの充実を図る。 

・具体的には，バス利用者の利便性やバス事業者の事業運営の継続性に 

配慮しながら，ＬＲＴと重複する大通りのバス路線の一部を再配置することで， 

幹線バス路線や都心拠点内の循環バス路線の充実を図る。 
 

(ｳ)地域内交通の充実 

・導入済みの地区においては，公共交通の再編に合わせてＬＲＴやバス路線との 

乗り継ぎポイントを適切に設定することで公共交通間の連携強化を図る。 

・市街地部などの未導入地区においては，バス路線やタクシーなど既存公共交通 

との役割分担を踏まえつつ，地域との意見交換を行いながら導入を促進していく。 

イ 交通結節機能の強化（本編資料３ページ） 

公共交通等の乗り継ぎ，乗り換えが想定される東武宇都宮駅付近や桜通り十文字付近の

交通結節点や路線バスと地域内交通との乗り継ぎポイントについては，乗り継ぎの 

円滑化や利便性の向上を図るための歩行環境やバス待ち施設等の充実を行う。 
 

ウ 運賃サービスの向上（本編資料４ページ） 

 ＬＲＴやバス，地域内交通が連携した公共交通 

ネットワークがより利用しやすくなるよう，上限運賃制度 

や乗継割引制度の充実など，更なる運賃サービスの向上を検討 

 

 ③ 都市拠点の形成促進（本編資料４ページ） 

  各地域拠点と都市拠点をつなぐ 

幹線バスの運行本数を充実させ， 

郊外部から都心部への移動をより便利に 

①幹線バス路線の充実 

②循環バス路線の充実 

高次都市機能誘導区域を運行する 

循環バスの運行本数を充実させ， 

都心部の回遊性を向上 

図：駅西側ＬＲＴ導入後の再編イメージ 

（図面左下「①幹線バス路線の充実」，「②循環バス路線の充実」参照） 


